
議案第29号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第1 7 9条第１項の規定により、別紙のとおり  

専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和８年４月13日提出 

 

逗子市長 桐ケ谷  覚  

 

（提案理由） 

令和７年度逗子市一般会計補正予算（第11号）は、緊急を要したため専決処分した 

ので、承認を求めるため提案する。 

 



 

 

 



  

専 決 処 分 書 

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第1 7 9条第１項の規定により、次のとおり専決処分

する。 

 

令和７年度逗子市一般会計補正予算（第11号） 

（別紙のとおり） 

 

 

令和８年３月27日 

 

逗子市長 桐ケ谷  覚  



  

 

 

 



令 和 ７ 年 度 

 

 

逗 子 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 1 号 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逗 子 市 
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令和７年度逗子市一般会計補正予算（第11号） 

 

令和７年度逗子市の一般会計補正予算（第11号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,434千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ27,632,233千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

 



19 1,581,324 2,434 1,583,758

2 基金繰入金 1,541,591 2,434 1,544,025

27,629,799 2,434 27,632,233

繰入金

歳　　入　　合　　計
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補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円



3 11,164,633 2,434 11,167,067

2 児童福祉費 5,033,506 2,434 5,035,940

27,629,799 2,434 27,632,233

民生費

歳　　出　　合　　計
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歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



第２表　繰越明許費補正

１　変　更 （単位　千円）

 ３　民生費  ２　児童福祉費 放課後児童クラブ事業 2,520 4,954 

款 項 事業名
補正前 補正後

金額 金額
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令 和 ７ 年 度 

 

 

逗子市一般会計補正予算（第 11 号）に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逗 子 市 



 

 



１　総　　括

（歳　　入）

19 繰入金 1,581,324 2,434 1,583,758

27,629,799 2,434 27,632,233歳　　入　　合　　計

- 1 -

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円



（歳　　出）

3 民生費 11,164,633 2,434 11,167,067

27,629,799 2,434 27,632,233歳　　出　　合　　計

- 2 -

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2,434

0 0 0 2,434

- 3 -

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源
一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
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1,541,591 2,434 1,544,025計

1 1,186,000 2,434 1,188,434財政調整基金繰入金

補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

2,434千円

2,434千円

 千円

１９款　繰入金

　２項　基金繰入金

２　　歳    入

目
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　１９款　繰入金

繰入金

財政調整基金 2,4341 01 財政調整基金繰入金 2,434

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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0 002,4345,033,506計 5,035,940 2,434

2,827,1922,4342 児童育成費 2,824,758 2,434

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

2,434千円

2,434千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　３款　民生費

　２項　児童福祉費
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　　３款　民生費

2,434　　工事請負費

　08 放課後児童クラブ事業 2,434

15 2,434工事請負費 003 地域子ども・子育て支援事業費 2,434

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節



（款）３　民生費
（項）２　児童福祉費

（目）２　児童育成費
（事業１）３　地域子ども・子育て支援事業費

（事業２）８　放課後児童クラブ事業

15 工事請負費 4,954 15 工事請負費 4,954 　沼間小学校区放課後児童クラブ横擁壁
工事について、施工箇所の崖地の土砂崩
落により、年度内に完了する見込みがな
いため。計 4,954 計 4,954

（単位　千円）

関　係　予　算
左のうち繰り越さなければ
な ら な い も の

繰　越　事　由

繰　越　明　許　費　に　関　す　る　調　書
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議 案 等 資 料 

 
（補正予算資料） 



令　和 8 年 第 2 回

議案第 29 号

令　和 7 年度 会計

11 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 6・7 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 3 2 2 3 8

事業名

補正額 千円

　歳入 ページ

款 項 目 節 細節
科　目

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 4 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

令和７年度予算現額  　　　　　2,520,000円
既 繰越明許額　　　　　 　　　2,520,000円

令和７年度補正予算額（第11号）2,434,000円
年度内執行予定額　　　　　　　　　　　0円
繰越明許費設定額　　　　　　　2,434,000円

繰越明許額　合計　　　　　　　4,954,000円

予算説明書

放課後児童クラブ事業

2,434

予算説明書

定例会

一般

補正予算　　第

保育課

繰越明許費

沼間小学校区放課後児童クラブ横の法面防護工事について、令和８年２
月25日及び３月３日から４日にかけての降雨によって崖地の土砂が崩落
し、その影響により、崩落箇所の復旧工事及び施工方法の変更による工
事費用が増額となったため。



議案第29号資料 

 

 

１ 事 業 名  放課後児童クラブ事業 

 

２ 補正予算及び繰越明許費の概要 

沼間小学校区放課後児童クラブ横の法面防護工事は、令和７年第４回定例会において補正  

予算を提案し可決され、令和７年 12 月 22 日から令和８年３月 25 日を工事期間として、崖地

へのモルタル吹付工法により法面防護工事を実施。 

その後、令和８年２月 25 日及び３月３日から４日にかけての降雨によって崖地の土砂が

崩落し、当初予定をしていたしゅん工期限までに工事の完了が見込めなくなったことから、

令和８年３月 10 日付けで当該事業に係る繰越明許費について専決処分した。 

今回、市有地と民有地にまたがる当該崩落箇所における復旧工事及び施工方法の変更によ

る工事費用の増額分について、民有地地権者と協議を行い、合意に至ったことから補正予算

を提案するとともに、繰越明許費として翌年度に繰り越すもの。 

 

３ 補正額及び繰越額 

予算現額／既繰越額（Ａ） 2,520,000 円 令和７年度補正予算 第 10 号 繰越明許 

 

補正予算額 2,434,000 円 令和７年度補正予算 第 11 号 

年度内執行予定額 0 円  

今回繰越額（Ｂ） 2,434,000 円 令和７年度補正予算 第 11 号 繰越明許 

  

繰越額 合計（Ａ）＋（Ｂ） 4,954,000 円  

 

４ 工法方法及び工期の変更比較 

 工  法 工  期 

変 更 前 モルタル吹付工 R7.12.22～R8.3.25 

変 更 後 コンクリート張工 R7.12.22～R8.6.30 

 

 

５ 経緯 

   令和７年 

    12 月 10 日  補正予算議決（2,520 千円） 

    12 月 16 日  沼間小学校区放課後児童クラブ横擁壁工事 契約締結。 

          （工期 令和７年 12 月 22 日～令和８年３月 25 日） 

   令和８年 



    ３月４日  市有地と民有地がまたがる区域の崖地が崩落。 

          ※ けが人なし。放課後児童クラブの運営に影響なし。 

    ３月５日  施工業者より「履行期限延長申請書」提出。 

         （延長後の履行期限：令和８年６月 30 日） 

    ３月 10 日 繰越明許費 専決（補正予算第 10 号） 

    ３月 12 日 工法変更に伴う工事費増額について、民有地所有者と合意 

    ３月 27 日 工法変更に伴う工事費増額に関する補正予算及び繰越明許費 専決 

 

６ その他（施工例） 

  ・モルタル吹付工施工例（現地。これ以上の崩落防止のため仮設のモルタル吹付） 

      

  ・コンクリート張工施工例（逗子市山の根３丁目。令和６年度） 
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議案第29号資料
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030202003081501


